
一般廃棄物(生活排水)処理基本計画の策定について 

１.計画策定に係るこれまでの経過について 

  〇平成 28 年 3 月 15 日(火)   

東部広域より東部広域廃棄物等審議会(委員 13 名)へ【諮問】 

  〇平成 28 年 4 月 20 日(水)～5 月 9 日(月)   

       東部広域廃棄物等審議会としての計画(案)に対するパブリックコメント 

(意見募集)を実施 

２.計画(案)の概要について 

（１）策定の目的 

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 57年法律第 137号)第 6条第 1項 

の規定に基づき策定するものであり、東部圏域の良好な水環境を維持してい 

くため、人口減少等の社会情勢や生活排水処理の課題等を踏まえ、より計画 

的な生活排水処理の推進を目的とする。 

（２）目標年次 

     平成 42 年度(計画期間:平成 28 年度から平成 42 年度) 

（３）対象区域 

     鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町) 

（４）策定主体 

         鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 

     鳥取県東部広域行政管理組合 

（５）計画内容 

         別添(概要版)のとおり   

 

３.計画策定に係る今後の日程(案)について 

  〇平成 28 年 5 月中旬  

     東部広域廃棄物等審議会より東部広域へ【答申】 

  〇平成 28 年 5 月 26 日(木) 

       東部広域議会臨時会(議員全員協議会)へ説明 

  〇平成 28 年 5 月末  

     一般廃棄物(生活排水)処理基本計画の策定 

正副管理者会議　資料１

1



91
.9
%

H
26

94
.0
%

H
32

95
.5
%

H
37

96
.2
%

H
42

0.
0%

10
.0
%

20
.0
%

30
.0
%

40
.0
%

50
.0
%

60
.0
%

70
.0
%

80
.0
%

90
.0
%

10
0.
0%

2


	01生活排水計画.pdf
	02基本計画(概要版).pdf

